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大学における奉仕・体験活動の単位認定にかかわる
青少年教育施設との連携について

－国立施設との連携を事例として－

天野智水
琉球大学

amanoto＠labu-ryukyuaojp

要約

大学教育としての質を保証しつつ、単なる施設利用にとどまらない青少年教育施設との連携を図るとは、両者の間に

どのような関係を構築することなのか．本稿はこの問題意識のもと、大学の単位認定を可能とする青少年教育施設での

学習活動を明らかにするため、国立青少年交流／自然の家を対象とした質問紙調査と、事例調査を行った．その結果、

施設のイニシアチブにより連携が始まり、学習目標・内容・計画の作成に施設が比較的強い影響力をもち、大半の学習

活動が施設側の指導のもとで行われる、という連携が一部で行われていることが明らかになった．また、これに対し大

学は、個々の学生が学習体験から得た成果を評価し、その結果によって単位認定の可否を決定するという役割を果たす

ことで、大学教育の質保証に努めている姿がうかがえた．しかし、この分担関係がそのままで果たして望ましいものか

どうか、検討の余地があろう．

キーワード

青少年教育施設、学社連携、大学教育の質的保証

1．研究の背景と目的 ある」として、「大学、短期大学、高等専門学校、専

門学校などにおいては、学生が行うボランティア活動

等を積極的に奨励するため、正規の教育活動として、

ボランティア講座やサービスラーニング科目、ＮＰＯ

に関する専門科目等の開設やインターンシップを含め

学生の自主的なボランティア活動等の単位認定等を積

極的に進めることが適当である」と述べている．そし

て、実際にボランティア活動を取り入れた授業科目を

開設している大学も少なくない（平成17年度は275大

学、文部科学省調べ)．

しかし、奉仕・体験活動に青年への教育効果を見出

しているのは、高等教育機関だけではない．青年の家

等と称される青少年教育施設は、「これまで青少年に

集団で行う生活体験、社会体験、自然体験など様々な

体験活動を提供する地域の中核的な施設として、学校

等の関係機関と連携して体験活動プログラムを開発し

て提供」してきている（中央教育審議会2007.1)．そ

近年、大学教育の中に奉仕や体験を学習として取り

入れる動向がみられる．

すなわち、大学審議会答申（2000.11）は、「多様な

文化や価値観を受容し、その中で自らの考え方を主張

し、行動できる心豊かな人材を育てるためには、知識

の修得だけでなく、多様な文化に触れたり、多様な価

値観を持つ人々と交流を行ったりするなどの実体験を

持つことが必要である．そのためには、各大学におい

て、ボランティア活動等の社会貢献活動を授業に位置

付けるなどの取組を進めるとともに、国内外でのフィー

ルドワーク等の機会を充実することが必要である」と

述べている．また、中央教育審議会答申（2002.7）は、

｢青少年の時期には、学校内外における奉仕活動・体

験活動を推進する等、多様な体験活動の機会を充実し、

豊かな人間性や社会性などを培っていくことが必要で
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計画の下で開設するべきものであることを明確化する

趣旨」によるものであった．青少年教育施設に大学の

授業を「九投げ｣するような「外注化」は許されない5．

大学教育としての質を保証しつつ、単なる施設利用に

とどまらない青少年教育施設との新しい連携（すなわ

ち融合）を図るとは、両者の間にどのような関係を構

築することなのだろうか．本稿はこの枠組みにより考

察を進める．

して、「連携」する「関係機関」の中には大学が含ま

れており、大学は「体験プログラム」の開発だけでは

なく、それを自身の教育課程に取り入れ始めている．

ここに、大学と青少年教育施設の連携に着目する理由

がある．

先行研究では、青少年教育施設を含む社会教育施設

と学校の連携（あるいは融合）が扱われているが'、

研究開発以外の機能に関してまで大学が連携関係の中

で扱われることは少ない．大学教育における奉仕・体

験学習の意義や効果に関する先行研究は見られるが望、

連携にかかる組織面の課題が扱われることは少ないと

いえよう３．

そこで本稿では、大学における奉仕・体験活動の単

位認定と青少年教育施設との連携という組織的問題に

関する研究を進めていく前段階の作業として、これに

かかる基本的事実の確認と問題意識の整理を行うこと

を目的とする．

2.2．研究の対象と方法

文部科学省「社会教育調査」には、「青少年のため

に団体宿泊訓練又は各種の研修を行い、あわせてその

施設を青少年の利用に供する目的で、地方公共団体が

設置した社会教育施設」を対象とした、青少年教育施

設調査が含まれている．「少年自然の家」「青年の家

(宿泊型)」「青年の家（非宿泊型)」「児童文化センター」

｢その他」に分類された青少年教育施設は、平成１７年

度調査では全国に合わせて1,320施設存在する．設置

者別施設数をみると、都道府県196、市（区）８８１，町

214,村22、組合７となっている．

一方、「国立青少年交流の家」と「国立青少年自然

の家」が全国に合わせて27設置されており（前者13、

後者14)、交流体験あるいは自然体験を中心とした青

少年教育を企画・実施している．

このうち、本稿では国立の青少年教育施設を対象と

して取り上げ、質問紙調査を行った．対象を国立施設

に絞った理由は、プレテストに相当する本調査が扱う

には地方公共団体設置の青少年教育施設の数が膨大で

あることと、少なくとも国立青少年教育施設のうちｌ

施設で単位取得を可能とする連携実績があることを事

前に把握していたためである．調査票は2007年１０月に、

全国の国立青少年交流／自然の家のうち、連携事例を

把握していた「国立青少年交流の家」１つを除く２６施

設に対して郵送した．１２月現在、１８の施設から回答を

得ている．以下では、国立青少年教育振興機構による

青少年教育事業および大学との連携に関する方向性を

同機構の中期目標等から把握した後（3.1.)、質問紙

調査の結果（３２)、および事例調査（3.3.）から大学

との連携の実態を明らかにし、最後に結論を述べる

(4)．

2．研究の枠組みと方法

2.1．枠組み

社会教育の領域では、一般に定着している学社連携

とは異なる学社融合という考えが提起されているとい

う（国立教育政策研究所社会教育実践研究センター

2002)．すなわち、「あくまでも学校主導で社会教育施

設がその施設利用によって協力するという連携」にと

どまらず、「学校教育と社会教育、あるいは学校と社

会のそれぞれの機能がオーバーラップする部分の教育

活動を、そのいずれかに属するとするのではなく両者

が共有するものとしてとらえ、その融合部分が教育活

動の新たな領域として考えられるような関係」が学社

融合とされる（渋谷1996、ｐ､23、pp27-28)．具体

的には、社会教育側としては「社会教育職員が学社連

携・融合の意義や必要`性に対する理解を深め、学校教

育で活用できる、例えば、社会教育施設における学習

プログラムや教材を開発し提供すること」があげられ

る（清水1996,ｐ55)．

一方、大学教育の質的保証という観点からは、大学

以外の教育施設で行われる学習を卒業の要件を満たす

単位数に算入することの是非が問われよう'、2007年

７月に大学設置基準の一部（第19条第１項）が改正さ

れ、大学は教育上の目的を達成するために必要な授業

科目を「自ら」開設するものとされた．これは文部科

学省の通知によると（19文科高第281号)、「大学は当

該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達

成するために必要な授業科目については、自ら必要な

教員組織並びに施設及び設備を備え、当該大学の指導

3．分析

3.1．独立行政法人国立青少年教育振興機構について

「国立青年の家」と「国立少年自然の家」は2001年

にそれぞれ独立行政法人となった後、2006年には「国

立オリンピック記念青少年総合センター」を含めて統
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合され、「独立行政法人国立青少年教育振興機構」の

施設として、それぞれ「国立青少年交流の家」と「国

立青少年自然の家」の名称となった．前者は「交流体

験活動の機会の提供による青少年に対する研修」を、

後者は「自然体験活動の機会の提供による青少年に対

する研修」を主たる事業としている（｢業務方法書｣)．

同機構の中期目標では、「Ⅲ国民に対して提供す

るサービスその他の質の向上に関する事項」として、

｢我が国の青少年教育のナショナルセンターが行うに

ふさわしい教育事業」の一環として「先導的・モデル

的な体験活動事業」などを進めるとしている．また、

｢大学等高等教育機関、民間団体及び関係機関等との

連絡・協力の促進を図る」ことが調われている．これ

を受けた中期計画「Ⅱ国民に対して提供するサービ

スその他の質の向上に関する目標を達成するためにと

るべき措置」では、「体験型環境学習事業やボランティ

ア学習推進事業など、国の政策課題に対応した青少年

の体験活動事業」を推進することとし、「大学等高等

教育機関、民間団体、関係機関等との共催事業を積極

的に行う」ことや、「高等教育機関等に在学する社会

教育実習生やインターンシップの受入れ体制の充実を

図る」ことが述べられている．

以上のように同機構では、先導的なモデル事業とし

て青少年の体験活動事業を推進すると同時に、大学等

と協力関係を構築して社会実習生やインターンシップ

の受入れを充実させることを目指している．教育施設

での奉仕・体験活動を大学での単位認定につなげる取

組は、こうした方向性に合致しているといえよう．

実習生の受け入れを行っている」ことを指摘する記述

回答が２件あった．社会教育実習は、社会教育主事と

なる資格を有する上で大学において習得すべきと文部

科学省令（社会教育主事講習等規程）で規定されてい

る科目（選択必修）の１つである．この社会教育実習

生の受け入れは、本稿が着目する奉仕・体験活動の単

位認定という最近の動向というよりも、特定職業資格

の取得にかかり従来から施設が大学に協力して実施さ

れているものである．しかし、「社会教育主事の任用

資格を得るためだけの実習では、もったいないと思っ

ております」との自由記述欄の回答にも見られるよう

に、社会教育関係の職業に直接結びつかなくとも意義

ある教育科目であると捉える向きもある6．

なお、連携先大学が明記されているものについてみ

ると、国立大学が4校、私立大学が６校であった（ｌ

施設が複数大学と連携するケースあり)．

表１大学の単位取得が可能となる事業一覧

3.2．質問紙調査の結果から

3.2.1．単位取得が可能となる取組の実績

大学が自らの教育課程に青少年教育施設の学習を取

り入れるということは、実際にどの程度行われている

ことなのだろうか．「貴施設の事業のうち、事業に参

加した学生がその参加活動をもって大学（短期大学を

含む）の単位を取得することが可能となる取組の実績

はありますか」と尋ねたところ、「ある」と回答した

のは９施設、「ない」が６施設、「検討中」が３施設で

あった．

具体的にどのような取組であるかの記述回答結果を、

内容ごとに施設単位でまとめたものが表ｌである．こ

の記述のみでは、施設での学習を大学の教育課程のど

こに位置づけているかが必ずしも明らかではないが、

施設でのボランティア（奉仕）活動に対して大学での

単位取得を可能とする取組がみられる．また、社会教

育実習が行われていることも指摘しなければならない．

表ｌで示された本設問への回答とは別に、「社会教育

Ｉボランティア活動を内容とするもの

ボランティア養成セミナー守ろう環境ボランティア体験講座

平成19年度＊＊ボランティアスクール

機構本部で示されているボランティア養成共通カリキュラ

ムと、＊＊アドベンチャー教育の体験．

平成19年度青少年ボランティア養成研修等

平成19年度＊＊ボランティア養成所

講義・演習を通してボランティアとしての基礎を学ぶ．

平成19年度＊＊ボランティア養成研修等

当所における企画事業等において、ボランティア活動を行っ

た場合、大学での単位認定が行われている．

平成19年度＊＊大学社会教育活動実習講座

必修「ボランティア入門セミナー｣．選択「ボランティア

実践セミナー①（基本編)」「ボランティア実践セミナー②

(体験編)」「ボランティア実践セミナー③（活動編)」等．

Ⅱ野外活動指導者にかかわるもの

平成17年度野外活動指導者研修会

野外活動の研修協議及び実践を通しての資質向上※体育

実技履修30時間の一部として

野外活動指導者養成講座、「指導者養成編」「活動実践編｣．

野外活動に関心を持つ青年が、野外活動に必要な知識・技

能を習得したり、子どもを対象としたプログラムを企画・

運営することを通して、子どもとの関わり方などを学んだ

りして、指導者としての資質の向上を目指す．

Ⅲ社会教育実習にかかわるもの

平成19年度＊＊大学社会教育活動実習講座（再掲）必修

｢ボランティア入門セミナー｣．選択「ボランティア実践セ

ミナー①（基本編)」「ボランティア実践セミナー②（体験

編)」「ボランティア実践セミナー③（活動編)」等．

平成19年度学社共同参画セミナー

教員・社会教育主事を目指す学生に対して、青少年教育に

関する講義・演習を行い、企画・運営・評価の手法を実践

的に学ぶ．
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施設での活動が大半を占める学習が単位として認定さ

れている．また、この２施設はプログラムを「新規に

作成」するという力の入れ具合もみせている．

次に、当該事業に関するいくつかの領域ごとに、

｢大学の影響力と比較した場合、貴施設の影響力はど

の程度であったと思われますか」と尋ねている．回答

者の個人的な印象を問うものではあるが、おおよその

傾向は把握できると思われる．回答は図ｌに示した通

りで、「活動内容と計画」について最も施設が影響力

をもつ傾向にあり、また、「学生に期待する目標の設

定」についても施設の影響力が大きいと考えられてい

る．学習の目標と内容という重要な部分の決定につい

て、施設が与えた影響が大きいことがうかがえる．一

方、学生の成績評価に関しては、施設が関与する程度

が低いことがうかがえる．なお、上記イニシアチブを

発揮した４施設でも同様の傾向であった．

3.2.3．今後の予想

最後に「貴施設において、大学の単位取得を可能

とする事業が、今後増えていくと思われますか」と尋

ねたところ、「そう思う」との回答が５施設、「ややそ

う思う」が７施設、「どちらともいえない」が５施設

であった．独立行政法人の行く末は予断を許さないと

ころではあるものの、大学の単位認定にかかわる連携

が活発になる可能性を否定する回答はなかった．しか

しながら、施設間で大学との連携事業への取組に対す

る温度差がうかがえることも興味深い結果であった．

『
Ｉ
ヨ

）、ＡＤＨ「〕 ､ﾉ）Ⅲ犬Yhlに』 ,

注：施設名が記載されている箇所等は伏せ字とした．

3.22単位取得取組にかかる大学と施設の関係

ここでは上記取組実績のある９施設についてみてい

く．

まず、「当該事業で単位を取得するにあたり、大学

での授業を受講する時間に対して、貴施設での活動の

割合はどの程度となりますか」との設問に対しては、

｢４分の１以下」との回答が２施設、「半分程度」がｌ

施設、「４分の３以上」が３施設、「不明」が３施設で

あった．

また、当該事業のプログラム作成に関して、「プロ

グラムは大学との連携を開始するにあたり新規に作成

されたものですか」との設問に対しては、２施設が

｢新規に作成」し、６施設が「既存のプログラム」を

用い、１施設が「既存のプログラムに修正を加えた」

と回答している．

さらに、「当該事業を開始する上でのイニシアチブ」

について尋ねたところ、「貴施設から大学に対して、

連携・協力の依頼を行った」との回答が４施設からあ

り、残る５施設は「大学から貴施設に対して、連携・

協力の依頼が行われた」との回答であった．

さて、ここで注目したいのは、青少年教育施設から

の連携に向けた働きかけが行われた４つのケースがあっ

たという点である7．これらイニシアチブを発揮した

４施設のうち２施設が、大学での受講時間に対して

｢４分の３以上」の施設活動をもって単位取得が可能

となると回答しており（残る２施設は「不明」と回答)、

3.3.Ｒ大学の事例瀞

Ｒ大学では、国立○青少年交流の家の企画事業にボ

ランティアとして参加した経験を、Ｒ大学共通教育科

目の単位として認定するため、平成19年度よりボラン

ティア体験科目が開設された．従前、同企画事業にＲ

大学の学生がボランティアとして参加してきたという

実績があったことから、同交流の家所長より共通教育

担当組織の長宛に、「ボランティア活動単位化の検討」

についての依頼がよせられた．すなわち、青少年交流

の家の企画事業で「ボランティアとして活動する学生

に対して、当該活動を科目単位として認めていただく

ために｣、「ボランティア科目の設置をお願いしたい」

というものであった．この依頼とあわせて審議資料と

して、ボランティア科目の授業計画案および達成目標

や授業方法を記載したシラバス案が送付され、さらに、

青少年交流の家からの呼びかけにより、「県内大学・

青少年交流の家連携促進会議」も開催され、各大学に

おける「単位化」の推進が図られた．

Ｒ大学側では提案資料の検討と交流の家との意見交

Ⅳその他

平成18～19年度演劇＊＊セミナー

演劇の手法を取り入れたコミュニケーション能力の向｣二

平成18～19年度＊＊アドベンチャー体験セミナー

＊＊アドベンチャーを通したなかまづくり体験

平成1911具度＊＊の伝承文化を学び伝えるリーダー村

地域を大切にし、地域に根ざして活動するリーダーが求め

らオ'ている中で、＊＊の伝承文化を学び、先人の生活の知

恵と自然体験の融合した体験活動をすることで、地域を大

切にしようとする心を育むとともに、「子どもむかし生活

体験」の運営を自ら計画し運営することで、地域に根ざし

て活動しようとするリーダーを育成する．

平成19年度＊＊活動プログラム体験会

活動プログラムの体験を通して、指導の手法を学ぶ．

平成19年度＊＊フレンドキャンプ--週間の長期宿泊体験活

動（市内５か校の小学６年生を対象）に、グループカウン

セラーとしてかかわり、カウンセラーやファシリテーター

としての指導のあり方を学ぶ．

平成19ｲ1三度＊＊ものがたり（春・夏・冬）家族対象の事業

に対して、活動補助員としてかかわり、活動や運営のスタッ

フとしてのあり方を学ぶ．

平成１９ｲ１２度特別支援教育実践キャンプ

ＬＤ、ＡＤＨＤなど特定の状況にある小学生の向然体験活動．
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□大きな影響力をもった

□やや影響力をもった

□どちらともいえない

日 ４

四 １１１

｛
０

２

□あまり影響力をもたな
かった

□影響力をもたなかった

図１１'｢少f1z救脊施設の彩辨ﾉ］

換を繰り返した後、企画事業の計liHilﾉﾘ春r１体は施設の

提案の辺りとしつつも、授業F1標や成績評(illi朧71陰を見

直し、新たにシラパスを作成した．これに川1えて受識

手続き等を定めた覚書を作成し、施設'1111の了承をえる

ことで、科'１の開設が決定された．

これらを受けて|刑設されたＲ大学のボランティア体

験科11は、「|進1立○青少年交流の家の企|山i1h:業に迦算

30時間以上、ボランティアとして参ﾉﾉⅡし、この経験に

ついてレポートを作成する」ことが茶本的な内容であ

る．同施設の企画事業は年間10回以｣角、宿泊を伴って

実施されるが、このうち４月から10｣]の半年|M1に実施

されるものについて学z'二各1ｺが選択参川|するまた、

授業の達成'１標として、①ボランティア活動を実践す

ることができる、②ボランティアの意義について説|ﾘＩ

することができる、③|Ⅱ:代の蝿なる様々な人とコミュ

ニケーションをはかることができる、④集ﾄjlの''１で協

調性および指導性（リーダーシップ）を苑ｌｆｌｉできる、

が設定された．この１１標を踏まえた成績評IIIliは、ボラ

ンティアへの参加実績とレポートの|ﾌﾟﾘ容により、Ｒ大

学の柧当教員が行うこととなっているレポート作成

指導として、受識前のオリエンテーション時にレポー

ト課}堕91と参考文献の提示が行われたほか、希望者に

対するIlilmilﾙﾄﾞi導の機会が設けられた．

さて、以ｋのように、本事例では連携の|Ｍ始にあた

りl』ｆ少ｲ'三教育Ijm設のイニシアチブがみられ、また、シ

ラパス業を提示して授業の目的や|ﾉﾘ容にも積極的に関

与していることが分かるこれに対して大学側では、

授業の質保証の観点から成績iiWil1iに責任をもつことと

したことがうかがえる．評価方法としてレポートを課

しているのは、全ての学生の活動を担当教員が実地に

観察するものではないためだが、単に体験したという

だけではなくそれを振り返ってロ分の言葉で説Ⅲjする

能力まで培わ'ｉｈることが不'１J欠と判断したためでもあ

ろう．しかし、これだけでは質保証が1-分ではないの

ではないかという危'|具も抱かれている．実際、学ＡＩ三の

活動状Dilや企１１Ｗ|『業を実地に調査して、同科｢|が大学

の科１１として適切であるかどうかの再検証、およびこ

れをうけてカリキュラム上の位置づけを再検討するこ

とが科｢ⅡﾅM設､１１初より全学委員会の場で確認されてい

る．

４結論

以ｋみてきたように、「あくまでも学校主導で社会

教育施投がその施設利用によって協力するという連携」

(渋谷、’２１判）にとどまらない連携が、泰イル体験活

動の単位認定にかかわって、大学と国立青少年教育施

設のNIIで－部ながら登場していることが分かった．さ

らにその''１には、施設のイニシアチブにより連携が始

まり、大半の学習活動が施設側の指導のもとで行われ

る、というケースまでがみられた．大学と施設の連携

|ﾉﾘ容については、学習'二1標・内容・計ITWの作成に施設

が比較的強い影響力をもつ一方で、Iliiil々の学生が学習

体験から得た成果を評価し、その結果によって単位認

定の可否を決定することへは施設の影響力が少ないこ

とがうかがえた．これは、成績評価を帷|らが行うこと

７’''Ｉ

５’’1２

４４

４２３

３１１４

２２’１１３



3０ 天野智水

で大学教育の質を保証しようとする大学の意向を示す

ものとみえる．

こうした連携関係は、先導的なモデル事業として青

少年の体験活動事業を推進しようとする国立施設にとっ

て、望ましいものだろう．従来から続けてきた活動に

さらに付加価値をつけて発展させることで、存在感を

示す好機である．大学にとっても、教室のみならずキャ

ンパスの中でも完結し得ない奉仕・体験活動という新

しい授業科目の運営にあたって、実績のある青少年教

育施設の協力を得ることの効果は大きい．企画や学生

指導に実際に携わる施設職員のマンパワーへの期待も

少なからずあるだろう．

このように大学と施設の両者にとってメリットのあ

る関係が構築されているのであるが、問題になりうる

のは大学教育としての質保証に関する点である．すな

わち、大学が学生の成績評価という形で専ら事後評価

的にかかわることが、十分に質を保証したことと果た

していえるのだろうか、という疑問である'０．けれど

も、施設での学習活動が主になるほど、学習目標・内

容・計画の作成に大学の授業担当者が積極的に関わる

ことは、決して容易なことではなくなる．新たな教育

プログラムに参画する大学教員の負担もさることなが

ら、青少年教育施設の立場からは余計な干渉とも捉え

られかねないからである．異なる目的を持つはずの組

織が仕事を共有した場合の簡単ではない協働関係を構

築することが、とりわけ大学には迫られている．

最後に、本稿の限界と今後の研究上の課題について

述べる．まず、質問紙調査では把握しきれていない連

携の実態を、訪問調査等により明らかにしなければな

らない．本稿の事例調査は1件にとどまっているので、

さらに事例が必要である．また、青少年教育施設側の

意見のみで影響の度合いをはかっており、連携してい

る大学側の意見も調査する必要があるほか、公立青少

年教育施設の動向も視野にいれる必要があろう．これ

らにより、今後、以下の点を明らかにしたい．第１に、

学習目標、内容、および計画の作成に大学が関わって

いる程度を詳細に明らかにすることである．第２に、

施設が連携へのイニシアチブを発揮する場合とそうで

ない場合があるのは、どのような背景の違いがあるの

かという点である．これと関連して、第３に、大学は

公立青少年教育施設との連携をどのように捉えている

のか．第４に、施設のイニシアチブを受けて連携に動

いた大学は、今後どのような関わり方をすることで質

保証の責務を果たそうとするのか、である．

(参考）自由記述回答一覧

ｑⅨ

フ）TEH斗轌Ｍノ）'二F。

弓まつ７を平)の~Ｃ、Z15こＦ

HHiWiSFnの僻目研

宮ワ台ヨニで聖？ｑ三、

Llrlの日程の中に作画事業

蕃美の参刀ｕ= フ

（７）要

薯ＤＭ平・'二Ｈ皆 １，７＝OＴＯ

注：施設名が記載されている箇所等は伏せ字とした．

社会教育実習生の受入れは行っている．

＊＊大学学生が履修可能な事業として、「未知の海中世界！

スキューバ環境ダイビング」

事業に参加した学生が所属している大学へ、お礼の挨拶に

出かけるなど、こまめにコンタクトをとるようにしている．

大学との連携とまではいかないが、協力していただき、事

業の成果を収めている事業は多々あります．一例として以下

に示させていただきます．

平成18年度企画事業「教師のためのクラスづくりスキルアッ

プセミナー」では、教員志望の学生も対象とし、体験学習法

にもとづく人間関係トレーニングを中心に実施いたしました．

その際、＊＊大学のキャリアサポート室の協力を仰ぎ、参加

者の派遣について協働することによって、本所（参加者の確

保）及び大学（学生の学びの質の向上）を相互に図ることが

できました．こうした事業を企画段階から連携することがで

きれば、より事業として充実を図れるのではないかと思いま

す．

高等教育機関と社会教育施設とが連携することにより、大

学（高等教育機関）が得意とするところ、青少年教育施設

(社会教育施設）が得意とするところを組み合わせた事業プ

ログラムを開発することが可能となり、青少年の育成にとっ

て良いものになると思われます．今後も進めていく必要があ

るのではないでしょうか．

施設企画事業ではありませんが、ある短期大学よりボラン

ティア実務にかかわる実習を当施設で行いたい旨の依頼があ

りました．先方担当者とプログラムデザインをし、１泊２日

の実習に講師としてかかわりました．この実習は単位取得に

かかわるものでした．

現在機構への登録ボランティアとして、＊＊大学・＊＊大

学の学生が企画事業にボランティアとして参加していただい

ておりますが、あくまでも個人又はサークルとしての参加で

あり、大学との連携はできていません．学生達は事業への参

加を通して確実にスキルアップしているものと思います．今

後、各大学へのアプローチを通じて連携していくことができ

れば良いと考えています．
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注記 １０なお、本文中で示した文部科学省の通知（19文科

高第281号）では、卒業要件を満たす単位に算入

可能な授業科目の全てを当該大学のみで行うこと

を求めるものではなく、他の教育施設等と連携す

ることを認めているが、その際には以下に例示す

る対応が必要であるとしている．①授業の内容、

方法、実施計画、成績評価基準及び当該教育施設

等との役割分担等の必要な事項を協定書に定めて

いる．②大学の授業担当教員の各授業時間ごとの

指導計画の下に実施されている．③大学の授業担

当教員が当該授業の実施状況を十分に把握してい

る．④大学の授業担当者による成績評価が行われ

る．

渋谷（1996)、清水（1996）など．

伊藤（2002)、橋本・別惣（1999）など．

一方で、海外の研究では、Kezar（2001）がサー

ビス・ラーニングを実施するアメリカの大学にお

ける組織面での課題として、①サービス・ラーニ

ングの学習目標のあり方、②サービス・ラーニン

グを正課とするか、あるいは教員ではなく教務担

当専門職員の仕事とすべきか、といった科目とし

ての位置づけの問題、③教員および教務担当専門

職員の職務領域上、サービス・ラーニングはどこ

に位置づけられるのか、④教員、教務担当専門職

員、および地域の協働関係のあり方、をあげてい

る．

なお、大学設置基準第29条第１項では短期大学ま

たは高等専門学校専攻科における学修のほか、文

部科学大臣が別に定める学修（平成３年文部省告

示第68号）について大学の履修とみなすことがで

きると定められている．この学外学習と大学教育

の質的保証に関しては、六車（2005）の研究があ

る．

－部報道はこの設置基準の改正を「大学授業の丸

投げ禁止、来春から設置基準を厳格化」と題して

報じている（読売新聞オンライン版2007.5)．

社会教育実習に限定するものではないが、例えば

入江（2002,ｐ､199）は社会教育主事課程につい

て、「社会教育を学ぶことが進路選択には直接つ

ながることはやはり難しい状況であるが、これか

らの人生の中での『学び』を考える機会になると

すれば、ぜひ多くの学生に経験してほしいと願っ

ている」と述べている．

これらイニシアチブを発揮した４施設の事業は、

表１中の「社会教育活動実習講座（ボランティア

入門セミナー等)｣、「ボランティア養成セミナー、

自然体験活動リーダー養成セミナー等｣、「伝承文

化を学び伝えるリーダー村｣、「特別支援教育実践

キャンプ、ボランティア養成研修等」である．

この事例は、質問紙調査以前に関係者から直接に

情報を得て把握していたもので、質問紙調査対象

から除いており、本稿３２の回答結果には含まれ

ていない．

平成19年度のレポート課題は、①ボランティアの

意義とは何か、②ボランティア活動に参加してど

のような体験をしたか（世代の異なる人々とのコ

ミュニケーション、集団での協調性と指導性の観

点から、何が得られたか)、の２つであった．

１
２
３
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Abstract

How can university give academic credit to students who participate in off-campus volunteer activity?

This report reveals that some universities are trying to do this in cooperation with education institutions for

youth. Those education institutions for youth tend to affect decisions of courses contents that are built in uni

versities' curriculum. On the other hand, universities tend to mark the result of study and grade each student

by themselves. This relationship is useful for each side. But, is this enough for quality assurance of higher

education?
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